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２月教育委員会定例会議事録 

 

                      １３時００分開会・開議 

       令和８年２月１７日（火） 

                      １４時２８分閉会・散会 

 

 令和８年２月１７日御坊市教育委員会定例会を御坊市教育委員会会議室に

招集 

 

議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

日程第２ 会期及び時間の決定 

日程第３ 前回の議事録の承認 

日程第４ 教育長の報告 

日程第５ 議事 

第１号議案 御坊市議会提出議案「御坊市立野口小学校教育環 

境整備基金条例を廃止する条例」 

第２号議案 令和７年度教育費予算（補正第９号） 

第３号議案 令和８年度教育費予算 

第４号議案 御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

第５号議案 御坊市幼稚園の子育てのための施設等利用給付認

定に関する規則の一部を改正する規則 

第６号議案 御坊市子どものための教育・保育給 付認定に関

する規則の一部を改正する規則 

第７号議案 令和７年度卒園式及び卒業式告辞について 

第８号議案 令和８年度入学式告辞について 

日程第６ その他 

（１）行事予定について 

（２）その他 
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 日程第７ 次回開催日の決定 

 日程第８ 議事 

第９号議案 御坊市議会提出議案「御坊市スケートパーク設置

及び管理条例」 

第１０号議案 御坊市議会提出議案「御坊市立教育集会所指定

管理者の指定について意見を求めるの件」 

 

委員等定数 ５名 

出席委員等 (５) ・弓倉 正啓教育長 ・柚瀨 真規子委員 

・坂田 豊委員   ・文蔵 武人委員 

・杉本 薫委員 

欠席委員  ( )  

説明のため出席した者の職・氏名 

・教育次長   古谷 守幸 

・教育課長   辻村 一彦 

・教育課企画員 木下 義規 

本委員会の書記の職・氏名 

 ・教育課長補佐 尾﨑 優 

 

◎ 開会及び開議 

○ 教育長から開会を宣告する。 

 

◎ 日程第１ 議事録署名委員の指名 

○ 教育長から議事録署名委員に、杉本 薫委員を指名する。 

 

◎ 日程第２ 会期及び時間の決定 

○ 教育長から本委員会の会期を本日限りとし、閉会予定時刻は１４時０

０分を目処としたいとの提案をした。出席委員に異議なく、会期及び時

間を決定した。 

 

◎ 日程第３ 前回の議事録の承認 
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 ○ 教育長が、全委員に対して意見等を求めたところ、特段の異議、意見

等なく、これを承認することとした。 

 

◎ 日程第４ 教育長の報告 

１  校長会 

２月４日に開催されました校長会について、２点報告します。 

１点目は、「家庭学習の手引き」と「御坊市版授業スタンダード」に

ついてです。令和８年度につきましても、管内学校において市教育委員

会より「家庭学習の手引き」を配布し、活用していただくこととしまし

た。ただし、学校独自の内容を追記して配布することも認めています。

また、「御坊市版授業スタンダード」については、「和歌山の授業づく

り３か条」と重複する部分が多いことから、今年度より、望ましい教室

配置の模範例を除き、配布を行わないこととしました。 

２点目は、「令和８年度高等学校入学者選抜等における受験機会の確

保」についてです。入学者選抜当日の感染防止対策や、新型コロナウイ

ルス感染症、インフルエンザ等により受験できなくなった生徒への受験

機会の確保など、受験者に対する要請事項について説明を行いました。

具体的には、追募集や再学力検査においても受験できなかった生徒がい

た場合、正当な理由を証明する書類を添えて出願することで、受験機会

の確保に努めていただくよう周知しました。 

２  日高地方定例教育長会 

２月５日に開催しました日高地方定例教育長会について、２点報告い

たします。 

１点目は、「令和７年度日高地方市町教育委員研修会」についてです。

先日はご出席いただき、ありがとうございました。研修会の残金につい

て協議した結果、例年行っていた図書の購入・配布は、今年度は行わな

いこととなりました。なお、残金については全額、令和８年度に繰り越

されます。 

２点目は、「歯と口の健康週間におけるポスター・標語募集」に係る

共催依頼についてです。例年どおり、日高歯科医師会と日高地方学校保

健会の連名で依頼がありました。協議の結果、今回につきましても日高
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郡教育委員会連絡会として共催することを決定しました。 

以上、教育長の報告といたします。 

 

◎ 日程第５ 議事 

○ 教育長が、第１号議案及び第３号議案については、御坊市情報公開条

例第７条第５号に規定する意思形成過程に関わることであるため、秘密

会において審議することを出席委員に諮り、全委員の同意を得て秘密会

とすることを決定した。なお、議事録は作成し、３月市議会定例会開会

日以降に開示することとした。 

（秘密会 １３時０５分～１３時２５分） 

 

第１号議案 御坊市議会提出議案「御坊市立野口小学校教育環境整備基金

条例を廃止する条例」 

○ 教育課長より、「本案につきましては、令和４年に受納した野口小学

校への寄附金を同校の教育環境整備に資する施設整備及び備品等購入に

要する費用に充てておりましたが、寄附金の執行が完了したことに伴い、

本条例を廃止するものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。」

と提案理由を説明した。 

○ 柚瀨委員より、「環境整備に関して、寄附金は具体的にどのようなと

ころに、何が多く使われたのでしょうか。」との質問があり、教育課長

補佐が「特別教室の空調整備や、運動会で使用するテントの購入に充て

ています。また、教室内で使用する小型ホワイトボードの整備・更新等

の環境改善にも活用しています。」と答えた。 

○ 第１号議案について、以後、意見等はなく、第１号議案については、

承認することと決定した。 

 

第２号議案 令和７年度教育費予算（補正第９号） 

○ 教育課長より、「３月市議会定例会に提案する補正予算案ですが、今

回は歳出予算のみです。教育総務費の事務局費で、御坊市日高川町中学

校組合負担金として８６３万６千円を計上しています。これは、大成中

学校におけるＧＩＧＡスクールタブレット端末の更新事業などについて、
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所要額の増加に伴い当該負担金に不足が生じる見込みとなったことから、

必要額を補正予算として計上するものです。予算現額５，３１６万５千

円に補正額８６３万６千円を加えた補正後の事務局費は、６，１８０万

１千円となります。次に、青少年対策費の青少年対策総務費ですが、御

坊広域行政事務組合負担金で１０４万４千円の減額を行っています。こ

れは、補導センター運営費分担金額が確定し、本市の負担金額が１，５

６６万２千円となったことに伴い、当初予算で１，６７０万６千円を予

算計上していましたので、１０４万４千円の減額補正を行うものです。

予算現額２，１１９万２千円から補正額１０４万４千円を減じた補正後

の青少年対策総務費は、２，０１４万８千円となります。今回の補正に

より、予算現額１１億９，４１１万２千円に補正額７５９万２千円を増

額した教育費予算の歳出総額は、正規職員等の人件費を除き１２億１７

０万４千円となります。以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。」

と提案理由を説明した。 

○ 第２号議案について、教育長から出席委員に意見を求めたところ、特

段の意見等なく、第２号議案については、承認することと決定した。 

 

第３号議案 令和８年度教育費予算 

○ 教育課長より、「令和８年度当初予算ですが、主な事業等について、

まず歳出予算から説明いたします。まず、教育総務費の事務局費ですが、

今年度予算額４，２７５万３千円に対して、来年度予算額４，８１２万

４千円と、５３７万１千円の増額となっています。これは、学校図書館

を活用した教育活動の充実を図るため、学校司書を１名増員することな

どが増額の主な理由となります。次に、外国青年招致事業費ですが、今

年度１，５０７万７千円に対して、来年度予算額２，０６１万１千円と、

５５３万４千円の増額となっています。これは、小学校２名、中学校１

名のＡＬＴを現在配置しているところですが、令和８年２学期以降、１

名増員し、小学校に３名配置することにより、全ての小学校において低

学年からの英語体験を拡充し、また、未就学児にも交流の場を設けるも

のです。このことから、１名増員に伴う人件費が増額の理由となります。

続きまして、小学校費の学校管理費ですが、今年度予算額２億１，６７
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０万７千円に対して、来年度予算額１億９，９９５万２千円と、１，６

７５万５千円の減額となっています。これは、今年度の１人１台端末の

更新に伴うタブレット端末購入費５，６６５万円がなくなり、来年度は、

ＬＥＤ照明リース料１，８５０万円や特別教室空調設備整備工事１，５

００万円などを計上していることによるものが主な理由です。次に、教

育振興費ですが、今年度１，６００万円に対して、来年度予算額６００

万円と、１，０００万円の減額となっています。これは、就学援助費目

のうち、学校給食費が来年度から国による学校給食費負担軽減事業の対

象となるため、減額となることが主な理由です。続きまして、中学校費

の学校管理費ですが、今年度予算額１億３，１５３万９千円に対して、

来年度予算額１億３，２６６万４千円と、１１２万５千円の増額となっ

ています。これは、小学校費同様に、今年度の１人１台端末の更新に伴

うタブレット端末購入費２，７８３万円などがなくなり、来年度は、小

学校費同様に、ＬＥＤ照明リース料８４０万円や特別教室空調設備整備

工事２，８００万円などを計上していることによるものが主な理由です。

次に、教育振興費ですが、今年度１，３００万円に対して、来年度予算

額１，５００万円と、２００万円の増額となっています。これは、給食

単価改正に伴う増額が理由となります。続きまして、幼稚園費の幼稚園

管理費ですが、今年度予算額２，７８５万１千円に対して、来年度予算

額３，３３８万８千円と、５５３万７千円の増額となっています。これ

は、特別な支援を必要とする園児が入園予定のため、介助員を増員する

ことなどが増額の主な理由となります。次に、教育振興費ですが、今年

度９，５１２万１千円に対して、来年度予算額１億９７６万２千円と、

１，４６４万１千円の増額となっています。これは、私立幼稚園施設型

給付負担金の算定基礎となる公定価格が増額改定されたことが主な理由

です。続きまして、社会教育費の公民館費ですが、今年度予算額３，０

１５万８千円に対して、来年度予算額３，４１２万３千円と、３９６万

５千円の増額となっています。これは、中央公民館研修室の天井吊型エ

アコンなどの備品購入費４９０万円を計上することなどが増額の主な理

由となります。次に、図書館費ですが、今年度予算額２，０６０万８千

円に対して、来年度予算額２，３１１万６千円と、２５０万８千円の増
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額となっています。これは、非常誘導灯取替修繕料１８０万円を計上す

ることなどが増額の主な理由となります。次に、市民文化会館費ですが、

今年度予算額５，３９３万円に対して、来年度予算額１億２，４１９万

１千円と、７，０２６万１千円の増額となっています。これは、トイレ

改修工事他７，５５０万円を計上することなどが増額の主な理由となり

ます。続きまして、保健体育費のスポーツ施設管理費ですが、来年度予

算より、体育施設管理費から名称変更しています。今年度予算額６４０

万２千円に対して、来年度予算額２，２３０万９千円と、１，５９０万

７千円の増額となっています。これは、スケートパークのオープニング

イベント委託３０７万６千円や日常管理委託１３０万円と小学校屋外運

動場照明ＬＥＤ化工事９３０万円を計上することなどが増額の主な理由

となります。次に、共同調理場運営費ですが、今年度２億１，３２０万

３千円に対して、来年度予算額２億２，４９２万９千円と、１，１７２

万６千円の増額となっています。これは、食材料費高騰等に伴い、賄材

料費として今年度当初予算額１億５００万円に対し、来年度１億１，８

００万円と、１，３００万円の増額となったことが主な理由です。次に、

スケートパーク整備事業費ですが、今年度１億６，４１３万７千円に対

して、スケートパーク整備工事が完了予定のため、来年度は計上してお

りません。続きまして、青少年対策費の青少年対策総務費ですが、今年

度２，０２５万６千円に対して、来年度２，２０３万５千円と、１７７

万９千円の増額となっています。これは、児童館で勤務している児童厚

生員を１名増員していることなどが主な理由となります。次に、青少年

対策費の児童センター管理費ですが、今年度２，０４３万１千円に対し

て、来年度２，１６９万６千円と、１２６万５千円の増額となっていま

す。これは、会計年度任用職員の給与改定を行ったことが増額の主な理

由となります。このようなことから、正規職員等の人件費を除いた教育

費予算の総額は、今年度当初予算１１億３，７１７万６千円から来年度

１０億８，７２１万７千円となり、４，９９５万９千円の減額となって

います。続きまして、歳入ですが、国庫支出金で４，１９０万円の減額

となっています。これにつきましては、今年度予算のＧＩＧＡスクール

構想に基づく１人１台端末の更新に伴うタブレット端末購入に対して、
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公立学校情報機器整備費補助金を計上していた分を減額したことが主な

理由となります。次に、県支出金で３，１８８万２千円の増額となって

いますが、これにつきましては、小学校児童に対する給食費負担軽減交

付金を計上していることが主な理由となります。次に、諸収入で２，７

９５万８千円の減額となっていますが、これにつきましては、今年度予

算のスケートパーク整備事業費関係として、スポーツ振興くじ助成金を

計上していた分を減額したことが主な理由となります。以上、ご審議の

ほど、よろしくお願いします。」と提案理由を説明した。 

○ 第３号議案について、教育長から出席委員に意見を求めたところ、特

段の意見等なく、第３号議案については、承認することと決定した。 

 

○ 教育長から第４号議案から第６号議案の審議については、関連があ

るため、一括して審議することを出席委員に諮り、全委員から異議は

なく３議案を一括して審議することとした。 

第４号議案 御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

第５号議案 御坊市幼稚園の子育てのための施設等利用給付認定に関す

る規則の一部を改正する規則 

第６号議案 御坊市子どものための教育・保育給付認定に関する規則の

一部を改正する規則 

○ 教育課長より、「第４号から第６号議案につきましては、関連がご

ざいますので、一括して説明をいたします。３議案につきましては、

国において推進されている『地方公共団体情報システムの標準化・共

通化』に対応するため、本市の通知書様式についても地方公共団体の

基幹業務システムの統一・標準化に適合させる必要が生じたことから、

変更するものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。」と

提案理由を説明した。 

○ 柚瀨委員より、「資料を確認したところ、『教育長』という文言が追

記されたように見受けられますが、そのように理解しておけばよいでし

ょうか。」との質問があり、教育課長が「これは国の方針によるもので、

教育関係に限らず、戸籍事務や福祉事務など幅広い分野で事務手続の統
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一化を図る取組の一環です。手続に定められた様式に統一する必要があ

るため、この様式となっています。」と答えた。また、教育次長が「ご

指摘の『教育長』という文言についてですが、本来、市長から教育委員

会へ事務の委任があり、さらに教育委員会から教育長へ事務委任がなさ

れています。そのため、決定通知書等は教育長の判断で決裁し、手続を

進めることができる整理になっています。ただ、これまでの様式では『御

坊市教育委員会』との表記となっていたため、今回、『御坊市教育委員

会 教育長』名での決定通知等に変更し、従来の不整合な点を修正しま

した。また、各種通知書には不服申立てや訴訟に関する『教示』欄があ

りますが、その記載内容に一部不足があったため、今回の改正に合わせ

て、国の標準様式及び関係法令に沿った内容へ修正しています。」と答

えた。 

○ 第４号議案から第６号議案について、以後、意見等はなく、３議案に

ついては、承認することと決定した。 

 

第７号議案 令和７年度卒園式及び卒業式告辞について 

○ 教育課長から、「幼稚園、小学校、中学校の卒園式と卒業式の告辞案

ですが、ご審議いただき、ご意見をいただければと思います。」と提案

理由を説明した。 

○ 第７号議案について、教育長から出席委員に意見を求めたところ、各

委員から意見が出され、所要の修正を加えて第７号議案について、承認

することと決定した。 

 

第８号議案 令和８年度入学式告辞について 

○ 教育課長から、「小学校、中学校の入学式の告辞案ですが、ご審議い

ただき、ご意見をいただければと思います。」と提案理由を説明した。 

○ 第８号議案について、教育長から出席委員に意見を求めたところ、各

委員から意見等が出され、所要の修正を加えて第８号議案について、承

認することと決定した。 

 

◎ 日程第６ その他 
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（１）行事予定について 

○ 教育課長から、行事予定について報告をした。 

（２）その他 

○ 教育課長から、学校再編に関するあり方検討委員会について、次のと

おり報告があった。「５月に総合教育会議を開催し、夏頃の開催を目途

としておりましたあり方検討委員会につきましては、準備が遅れており、

現在、開催に向けて準備を進めております。当初は２月中の開催を想定

しておりましたが、委員の皆様のご都合が合わず、現時点では３月初旬

の開催見込みとなっております。委員構成につきましては、まだ正式決

裁前ではありますが、座長には和歌山大学特任教授にお願いする予定で

す。ご本人とは複数回面談し、内諾をいただいております。同教授は、

学校再編等に深く関わられてきた方で、豊富な知見をお持ちです。また、

あり方検討委員会設置要綱に基づき、小学校長代表、中学校長代表、園

長会代表、学識経験者、その他教育長が必要と認める者で構成し、座長

候補の特任教授を含め、計８名の委員構成を予定しております。趣旨を

ご説明の上、委員就任についてご承諾をいただいているところです。日

程等が確定次第、改めてご報告いたします。なお、次回の教育委員会ま

でに進捗があり次第、報告させていただきます。」 

○ 教育長から教育委員に対し、学校訪問の際に実施する学校給食の試食

について、事前に意向確認を行いたい旨の発言があった。あわせて、意

向の選択肢として、希望する学校の給食を指定する、試食は不要とする、

学校の都合に合わせる、の３点を提示し、いずれを希望するか意見を求

めた。 

柚瀨委員からは、試食は毎回実施する必要はないが、可能であれば実

施してほしい旨の意見があり、学校の都合に合わせる形で差し支えない

ものの、試食の機会が全くないのは寂しいため、小・中学校各１校程度

で実施できればよいのではないかとの提案があった。 

その後、教育長が他の教育委員の意向も確認した結果、学校給食の試

食は学校の都合に合わせて実施し、小・中学校各１校程度で実施するこ

とに決定した。 
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◎ 日程第７ 次回開催日の決定 

○ 教育長が次回開催日について出席委員に諮り、３月２３日（月）午後

１時００分からとした。 

 

◎ 日程第８ 議事 

○ 教育長が、「事務局から議案を追加したい旨、提案がありました。」

との報告をし、出席委員に諮り、全委員の同意を得て審議に入った。 

○ 教育長が、第９号議案及び第１０号議案については、御坊市情報公開

条例第７条第５号に規定する意思形成過程に関わることであるため、秘

密会において審議することを出席委員に諮り、全委員の同意を得て秘密

会とすることを決定した。なお、議事録は作成し、３月市議会定例会開

会日以降に開示することとした。 

（秘密会 １４時１０分～１４時２８分） 

 

第９号議案 御坊市議会提出議案「御坊市スケートパーク設置及び管理条

例」 

○ 教育課長より、「本案につきましては、本年４月に「ＧＯＢＯスケー

トパーク」が供用開始することに伴い、その設置及び管理について必要

な事項を定め、安全・安心に管理運営できるよう、本条例を制定するも

のであります。」と提案理由を説明した。 

○ 第９号議案について、教育長から出席委員に意見を求めたところ、特

段の意見等なく、第９号議案については、承認することと決定した。 

 

第１０号議案 御坊市議会提出議案「御坊市立教育集会所指定管理者の指

定について意見を求めるの件」 

○ 教育課長より、「本案につきましては、現在の指定管理者が、令和８

年３月３１日で指定管理期間が終了するため、御坊市立教育集会所設置

及び管理条例第５条の規定に基づき、引き続き当該集会所が存在する地

域の自治会を御坊市立教育集会所の指定管理者として指定すべく、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであ

ります。」と提案理由を説明した。 
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○ 坂田委員より、「これは、町内会で管理するという理解でよろしいで

しょうか。」との質問があり、教育課長が「町内会を指定管理者として

指定することになります。」と答えた。 

○ 第１０号議案について、以後、意見等はなく、第１０号議案について

は、承認することと決定した。 

 

◎ 閉会及び散会 

○ 教育長から令和８年２月１７日（火）の御坊市教育委員会定例会の閉

会を宣告する。 

                 閉会時刻 １４時２８分 閉会・散会 

 

上記会議の顛末を記載し、相違のないことを証するため、ここに署名する。 

 

          教 育 長 

 

 

          署名委員 


